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新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ 

 

 MCUBS MidCity 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 29 年 2 月 14 日開催の本投資法人役

員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、

下記のとおり、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 公募による新投資口発行（一般募集） 

( 1 ) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ）  1口当たり 金335,400円 

( 2 ) 発行価格（募集価格）の総額  9,760,140,000円 

( 3 ) 払 込 金 額 （ 発 行 価 額 ）  1口当たり 金323,704円 

( 4 ) 払込金額（発行価額）の総額  9,419,786,400円 

( 5 ) 申 込 期 間  平成29年2月22日（水）～  平成29年2月23日（木） 

( 6 ) 払 込 期 日  平成29年2月28日（火） 

( 7 ) 受 渡 期 日  平成29年3月1日（水） 

（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。 

 

2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 

( 1 ) 売 出 投 資 口 数  1,500口 

( 2 ) 売 出 価 格  1口当たり 金335,400円 

( 3 ) 売 出 価 額 の 総 額  503,100,000円 

( 4 ) 申 込 期 間  平成29年2月22日（水）～  平成29年2月23日（木） 

( 5 ) 受 渡 期 日  平成29年3月1日（水） 
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3. 第三者割当による新投資口発行（本件第三者割当） 

( 1 ) 払 込 金 額 （ 発 行 価 額 ）  1口当たり 金323,704円 

( 2 ) 払込金額（発行価額）の総額（上限） 485,556,000円 

( 3 ) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ）  平成29年3月24日（金） 

( 4 ) 払 込 期 日  平成29年3月27日（月） 

（注）上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものと

します。 

 

＜ご参考＞ 

1. 発行価格及び売出価格の算定 

( 1 ) 算定基準日及びその価格  平成29年2月21日（火）  344,000円 

( 2 ) デ ィ ス カ ウ ン ト 率    2.50％ 

 

2. シンジケートカバー取引期間 

平成 29 年 2月 24 日（金）～平成 29年 3月 21 日（火） 

 

3. 今回の調達資金の使途 

一般募集における手取金 9,419,786,400 円については、平成 29年 2月 14 日付で公表した「国内不

動産信託受益権の取得及び譲渡に関するお知らせ＜オフィスビル 2物件の取得及びオフィスビル 1物

件の譲渡＞」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産（投資信託及び投資法人に関する法

律第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。なお、

本件第三者割当における手取金上限 485,556,000 円については、手元資金として将来の特定資産の取

得に充当します。 

 

以 上 

 

 


